
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京都府みどりの食料システム基本計画 

 

 

策定：令和５年（2023年）３月 

改正：令和７年（2025年）１月 

改正：令和８年（2026年）２月 

 

京都府、京都市、福知山市、舞鶴市、綾部市、宇治市、 

宮津市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、 

京田辺市、京丹後市、南丹市、木津川市、大山崎町、 

久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、 

精華町、南山城村、京丹波町、伊根町、与謝野町 
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京都府みどりの食料システム基本計画 

 

 

 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関す

る法律（令和４年法律第 37号。以下「みどりの食料システム法」という。）第 16条第１項

に基づき、この基本計画を策定する。 

 

１ 本計画の策定背景 

 本府においては、令和元年 12月に策定した「京都府農林水産ビジョン」（以下「ビジョ

ン」という。）に基づき、本府農林水産業の成長産業化に向けて、化学肥料や化学農薬の使

用を低減する環境にやさしい農業（有機農業、特別栽培農産物、京都こだわり栽培など）

を推進してきたところである。 

 近年、気候変動や生物多様性の低下など農林水産物及び食品の生産から消費に至る食料

システムを取り巻く環境が大きく変化しており、これらに対処し、農林漁業の持続可能な

発展等を確保する観点から令和３年５月にみどりの食料システム戦略が策定され、さらに

同戦略の実現を目指す法制度として、みどりの食料システム法が令和４年７月１日に施行

された。 

 本計画は、ビジョンが目指す施策の方向性を踏まえつつ、農林漁業・食品産業の持続可

能な発展と食料の安定供給に向けて、昨今の国際情勢の変化にも対応し、国産有機質肥料

への転換など輸入原料に過度に依存しない循環型農業の推進を図るものとする。 

  

 

○農業の自然循環機能（出典：農林水産省） 

 

有機物 
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２ 計画期間 

 ５か年（令和５（2023）年度から令和９（2027）年度まで） 

 

３ 環境負荷低減に関する目標 

 環境負荷低減に関する目標については、化学肥料や化学農薬の使用を低減する取組の拡

大を目指すこととし、ビジョンの目標である環境にやさしい農業の取組面積とともに、国

のみどり戦略の KPI2030年目標を参考に、本計画で認定する環境負荷低減事業活動実施計

画に取り組む農業者数及び有機農業の取組面積等を指標に定める。 

 なお、温室効果ガス削減目標については、「京都府地球温暖化対策推進計画」において設

定された目標とする。 

 

【京都府の目標】 

指 標 基準（令和 3年） 目標（令和 9年） 

環境負荷低減事業活動実施計画の認定者数（名） （エコファーマー※1 ７２９） １，０００ 

環境にやさしい農業※2の取組面積（ｈａ） ２，１６０ ３，０００ 

うち 有機農業※3の取組面積（ｈａ） ２９５ ４００ 

※１ 「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律」に基づく生産計画を知事が認定する制度。 

令和４年７月みどりの食料システム法の施行に伴い廃止 

※２ 化学肥料や化学農薬を慣行レベルから 3割以上低減する取組の総称（有機農業、特別栽培米等） 

※３ 有機農業は、有機ＪＡＳ認証以外の実践的取組を含む 

 

４ 環境負荷低減事業活動の内容 

 京都府において、農林漁業者が行う環境負荷低減事業活動として推奨する取組の類型、

環境負荷低減水準を定め、下記の（１）から（３）に示す類型のいずれかに取り組む活動

計画の認定を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）土づくり、化学肥料や化学農薬の使用を低減する取組を一体的に行う事業活動（１号活動） 

化学肥料や化学農薬の使用を慣行（その地域で慣行的に行われている化学肥料及び 
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化学農薬の使用状況）の３割以上低減する活動や、慣行の５割以上低減する特別栽培 

及び有機農業を推進する。 

取組に当たっては、みどりの食料システム法の施行に伴い廃止された「持続性の高

い農業生産方式の導入の促進に関する法律」に基づくエコファーマー認定と同様に、

有機質資材施用技術、化学肥料低減技術、化学農薬低減技術を実践するものとする。   

各技術の内容については「京都府における持続性の高い農業生産方式の導入に関す

る指針」を参考とし、それぞれ１つ以上の取組を実践することとする。化学肥料や化

学農薬の使用の低減については「京都府における農作物栽培に係る慣行レベル」を基

準とする。 

なお、１号活動の実施計画の認定については、京都府が進める環境にやさしい農業

のうち、京都こだわり農法やエコファーマーが化学肥料や化学農薬の使用を概ね３割

低減を設定していることから、「慣行の３割以上低減していること」を要件とする。そ

の他の要件については、別に定める「環境負荷低減事業活動の審査基準」に示す。 

 

【具体的な取組】 

    ※実施計画の認定に当たっては、以下のア）～ウ）の全ての取組を実施すること。 

    ア）有機質資材等による土づくり 

    イ）化学肥料使用低減（認定要件：慣行の３割以上低減） 

    ウ）化学農薬使用低減（認定要件：慣行の３割以上低減） 

 

（２）温室効果ガスの排出量の削減に資する事業活動（２号活動） 

温室効果ガスの削減については、「京都府地球温暖化対策推進計画」において、“2030 

年度 温室効果ガス排出量 46％以上削減（基準年度：2013 年度）”を目標に設定し、

特に農業を含む産業部門では 37％以上の削減目標が掲げられている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○2030 年度の目標に求められる削減量温室効果ガスの排出量（出典：「京都府地球温暖化対策推進計画」令和 5 年 3 月改定） 

※  

※ 

温室効果ガス排出量（万 t-C O2） 
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削減に向けては、農林漁業の事業活動に伴って発生する温室効果ガスの排出量削減 

に資する以下の取組を推進する。 

 また、２号活動の実施計画の認定については、別に定める「環境負荷低減事業活動

の審査基準」に示す。 

 

【具体的な取組】 

    ※実施計画の認定に当たっては、以下のいずれかの取組を実施すること。 

    ア）施設園芸、特用林産物及び林業種苗生産における省エネルギー化の取組 

      ・ヒートポンプや木質バイオマス暖房機の導入 

      ・変温管理制御、局所温度制御の実施等 

    イ）林業における省エネルギー化の取組 

      ・省エネ型高性能林業機械の導入 

    ウ）漁業・養殖業における省エネルギー化の取組 

      ・省エネ型漁船用エンジン、ＬＥＤ集魚灯等の省エネ機器設備の導入 

    エ）水稲栽培における中干し期間の延長の取組 

    オ）家畜排せつ物管理方法の変更 

      ・自動攪拌機またはエアレーション（空気循環）装置の導入 

    カ）放牧の実施 

      ・放牧管理設備（牧柵、給水設備等）の導入 

キ）家畜飼料への飼料添加物等の活用 

・牛への脂肪酸カルシウム添加飼料の給餌              等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）農林水産大臣が定める環境負荷低減事業活動（３号活動） 

環境負荷低減に資するものとして、農林水産省令で定める事業活動のうち、以下の 

取組を推進する。 

また、３号活動の実施計画の認定については、別に定める「環境負荷低減事業活動

の審査基準」に示す。 

 

漁船用低燃費エンジン 堆肥の自動攪拌機 ヒートポンプ 
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【具体的な取組】 

    ※活動計画の認定に当たっては、以下のいずれかの取組を実施すること。 

    ア）養液栽培における化学肥料や化学農薬の使用の低減 

      ・環境制御装置の導入 

    イ）家畜への環境負荷低減型飼料の給餌 

      ・アミノ酸バランス改善飼料の給餌 

      ・フィターゼ添加飼料の給餌 

    ウ）養殖業における給餌管理による残餌の流出抑制の取組 

      ・給餌管理システム、自動給餌機等の導入 

    エ）バイオ炭の農地施用 

    オ）生分解性マルチの利用 

    カ）プラスチック被覆肥料の代替技術の導入 

      ・硫黄コート肥料、ウレアホルム入り肥料等代替肥料を使用して栽培  等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 特定区域※を定める場合における当該特定区域の区域及び当該特定区域において実施

する特定環境負荷低減事業活動として求められる事業活動の内容 

 別紙のとおりとする。 

 ※特定区域：地域ぐるみで行われる環境負荷低減事業活動を促進する区域 

 

６ 環境負荷低減事業活動の実施に当たって活用することが期待される基盤確立事業の内容等 

環境負荷低減事業活動の促進に当たっては、環境負荷低減に資する先端技術の開発や成

果を有効に活用することにより、農林漁業者の活動による環境負荷を低減させ、農林漁業

の持続可能な発展につなげることが重要であり、府内の農林漁業者が自らの状況に応じて

適切な環境負荷低減事業活動を活用できる環境整備を図るため、以下の取組を進めること

とする。 

 

（１）新品種の育成、環境負荷低減に資する栽培技術の開発とその普及 

農林水産技術センターにおいて、次に示す病害抵抗性を有し化学農薬の低減に資す 

る新しい品種の育成を行うとともに、有用な微生物や緑肥、堆肥等を活用した化学肥

バイオ炭 生分解性マルチ 養液栽培 
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料や化学農薬の使用の低減に資する病害虫の防除技術及び栽培技術、農地や森林、海

洋が果たす二酸化炭素等の吸収・固定能力を活用する技術の研究・開発を行う。 

新たに育成された品種や確立された防除技術及び栽培技術は、行政機関（府、市町

村）、研究機関及び農業改良普及センター等の伴走支援のもと生産者団体と一体となっ

て現地導入を進め、技術普及することにより、環境負荷低減事業活動の府域展開を推

進する。 

 

  【主な研究】 

    ア）化学農薬使用低減に資する病害抵抗性を備えた品種の育成 

      ・水稲 品種「京式部」葉いもち・穂いもちほ場抵抗性（やや強） 

      ・黒大豆エダマメ 品種「新京夏ずきん（仮称）」SMV抵抗性 

      ・トウガラシ 品種「赤伏見（仮称））」TSWV、PMMoV抵抗性 

    イ）化学肥料や化学農薬の使用を低減する技術開発 

      ・脱プラスチック肥効調節型肥料の開発 

      ・土壌病害抑制のための生物的防除資材の活用 

      ・花菜根こぶ病に対する新規土壌処理資材による防除 

    ウ）環境負荷低減に資する技術開発（ネガティブエミッション技術） 

      ・有機物連用による土壌炭素貯留 

      ・早生樹コウヨウザンの系統選定・植栽適地の解明 

      ・ブルーカーボンの活用につながる海藻養殖技術の開発       等 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）みどりの食料システム戦略で示すスマート農業等の新技術導入と普及 

農林水産技術センターが開発・実証した環境負荷低減効果が期待されるスマート技

術の現地導入を進めることで、資材や燃料削減による環境負荷低減を図る。 

また、産学公連携研究により社会実装した「みどりの食料システム戦略」技術カタ

ログ掲載技術についても、現地導入を進めることで、化学肥料や化学農薬の使用の低

減による環境負荷低減を図る。 

新技術の普及に当たっては、農業改良普及センターや農林水産技術センターを中心

に、大学や企業などと一層の連携を推進する。 

 

オリジナル品種「京式部」 早生樹 海藻養殖 
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  【主な開発・実証技術】 

    ア）燃料削減、環境負荷低減効果が期待されるスマート技術 

      ・水稲 収量コンバイン＋営農管理システム等の利用による適正施肥管理 

      ・茶  散布量自動調整式の乗用型防除機の利用による農薬使用の低減 

      ・万願寺トウガラシ ハウス内環境データ活用による側窓や潅水の自動制御 

    イ）「みどりの食料システム戦略」技術カタログ掲載技術 

      ・赤色防虫ネット（商品名：サンサンネット e－レッド等） 

      ・バイオ肥料（商品名：夢バイオ） 

      ・植物ウイルスワクチン接種苗（商品名：ウイルスガード CW） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）地域資源の活用 

ア 堆肥流通の円滑化と利用拡大 

地力を高め、炭素貯留効果のある堆肥を活用した土づくりは、持続可能な農業生

産にとって重要であり、一層の耕畜連携の取組が必要である。畜産においては飼料

の大部分を海外からの輸入に依存していることから、飼料価格の高騰による畜産農

家の経営圧迫の改善が必要である。 

このため、京都府農林水産技術センターでは飼料用イネ（稲ＷＣＳや飼料用米）

を活用した自給飼料の割合を高める研究を開始することとし、この取組を契機に、

自給飼料生産や堆肥による土づくり、ペレット堆肥などの混合堆肥複合肥料を活用

した適正施肥技術の開発などを組み合わせた地域有用資源循環スタイルの構築を

図る。取組に当たっては、府内の畜産農家、府内外の農業団体や肥料メーカー等の

関係企業と共に耕畜連携を図りつつ、進めることとする。 

イ バイオマスの活用 

堆肥の活用に加え、第２次京都府バイオマス活用推進計画に掲載する未利用バイ

オマス（林地残材、竹、もみ殻、落ち葉等）や廃棄物系バイオマス（食品加工残さ、

廃食用油、下水汚泥、建築廃材等）、資源作物（早生樹）といった地域資源について

は、安全性を確保した上で、活用を進めることとする。 

 

  

実用化段階にあるスマート農業技術 赤色防虫ネット 
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７ 環境負荷低減事業活動等で生産された農林水産物等の流通及び消費の促進 

京都産農林水産物のブランド化を進める中で、高付加価値化の取組の一つとして環境負

荷低減を位置づける。また、有機農産物の学校給食利用などの地産地消や食育を通じた消

費者理解の促進により、環境負荷低減事業活動で生産された農林水産物の流通・消費拡大

を図る。 

 

（１）環境負荷低減の価値を付加する流通販売の取組を実施 

フードテック等先端技術の活用など環境負荷低減事業活動で生産された農林水産

物とともに「京都食ビジネスプラットフォーム」等を通じて、生産、加工、流通・販

売の異業種間連携を推進し、新たな付加価値を生み出す「京ものブランドサプライチ

ェーン」を構築することにより、「京都プレミアム中食」等の高付加価値商品として開

発及び販売を行う。 

 

（２）消費者理解の促進 

   有機農産物をはじめとする環境負荷低減事業活動で生産された農林水産物は、慣行

法で生産された農林水産物に比べ、生産に多くの作業を要するが、販売価格に十分に

反映されていない傾向にあることから、所得確保のため活動計画の認定を通じて新た

な付加価値の創出を行うとともに、環境負荷低減事業活動で生産された農林水産物の

需要喚起と市場拡大を図ることで、多様な消費者への供給を通じて周知し、理解を促

進する。 

また、有機農産物をはじめとする環境負荷低減事業活動で生産された農林水産物の

地産地消などの取組を促進する。 

さらに、環境にやさしい農林水産業の生物多様性保全・温室効果ガス発生抑制効果

や食の安心・安全の取組、農業者の声や具体的な取組事例をわかりやすく情報発信す

るとともに、消費者や事業者、行政の交流を通じた相互理解を促進する。 

 

８ その他 環境負荷低減事業活動の促進に関する事項 

環境負荷低減事業活動の促進に当たっては、今後、特定区域の積極的な設定を通じて地

域のモデル的な取組を創出し、府内で展開・拡大されるよう、府関係部局、市町村、農業

者団体、関係企業等の関係者と連携して対応することとする。 

施策の推進に当たっては、みどりの食料システム戦略の関連予算、税制・金融の特例、

環境保全型農業直接支払交付金等その他国の関連施策を有効に活用する。 

また、環境保全にもつながる農業生産工程管理（ＧＡＰ）の推進、化学肥料や化学農薬

の使用の低減と省力化を踏まえた地域における栽培暦の見直しを進めるなど、消費者のニ

ーズや現場の実情を踏まえながら、環境負荷低減事業活動を促進する施策を講ずることと

する。 
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９ 関連する府計画等 

京都府が独自に策定している農林水産施策に関する計画等との整合を図る中で、関連予

算、事業を総合的に推進する。 

 

京都府農林水産ビジョン 

第６次京都府食の安心・安全行動計画 

第４次京都府食育推進計画 

家畜排せつ物の利用を図るための計画 

第２次京都府バイオマス活用推進計画 

京都府における持続性の高い農業生産方式の導入に関する指針 

京都府における農作物栽培に係る慣行レベル 

環境負荷低減事業活動の審査基準 

環境負荷低減に資する技術開発 

京都府環境基本計画 

京都府地球温暖化対策推進計画 

第２期京都府再生可能エネルギーの導入等促進プラン 

 京都府生物多様性地域戦略 
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用語解説 

 

ア行  

アミノ酸バランス改善飼料 飼料のアミノ酸バランスを整えて、余分なたんぱく質を

除外した飼料のこと。給与によりふん尿中への窒素排出量

が低減される。 

硫黄コート肥料 肥料粒子表面を天然成分の硫黄で覆い、肥料成分がゆっ

くりと溶け出すようにした緩効性肥料 

稲ＷＣＳ 稲の穂部（籾）と茎葉部をまるごと刈り取ってロール状

に成型したものを、フイルムでラッピングして乳酸発酵さ

せた牛の飼料 

ウレアホルム入り肥料 尿素とアルデヒド類を原料としたウレアホルムを加えた

緩効性肥料。ゆっくりと効き、雨水による流亡が少ないこ

とが特長 

エアレーション 堆積した堆肥等に空気を通すこと 

カ行  

京式部 上品な味わいで、ほどよい甘みと粘りを持つ良食味米の

新品種 

京都こだわり栽培 堆肥と有機質肥料による健康な土づくりや輪作を基本と

する京都の伝統栽培方法と最新の技術の組み合わせた京都

独自の生産方式 

京夏ずきん 丹波黒大豆エダマメ品種「紫ずきん」を基にして、８月

に収穫できる新しいエダマメ品種として育成したもの 

耕畜連携 耕種農家で生産した飼料作物を畜産農家で利用し、畜産

農家の堆肥を肥料として耕種農家で利用する等、地域資源

を循環させて連携を図ること 

サ行  

植物ウイルスワクチン接種苗 あるウイルスに感染した植物は、同じウイルスや近縁の

ウイルスに感染しにくくなる。そこで病原性が弱く植物体

への影響が少ない 「弱毒ウイルス株」を選抜し予め作物に

接種しておくと、強い症状を示すウイルスの被害を防止で

きる。このような弱毒ウイルス株を、植物ワクチンと称し

ており、予め接種した苗をワクチン接種苗と呼ぶ。 

スマート農業 ロボット技術や AI・ICT等の先端技術を活用して、省力・

高品質生産等を実現する新たな農業 

生分解性マルチ 微生物により分解されるプラスチックを用いた被覆資

材。廃プラスチック排出量抑制と省力化等が期待される。 

赤色防虫ネット ポリエチレン製の防虫ネットの縦横糸を赤色にしたも

の。アザミウマなどの微小害虫の侵入防止効果が高い。 

早生樹 初期の樹高成長量や伐期までの材積成長量が大きな樹種 
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タ行  

脱プラスチック肥効調節型肥料 肥料粒子の表面をプラスチックではなく、天然成分の硫

黄などで覆い、肥料成分がゆっくり溶け出すようにした肥

料 

特別栽培農産物 その農産物が生産された地域の慣行レベル（各地域の慣

行的に行われている節減対象農薬及び化学肥料の使用状

況）に比べて、節減対象農薬の使用回数が 50％以下、化学

肥料の窒素成分量が 50％以下、で栽培された農産物 

土壌炭素貯留 有機物を農地に施用すると、一部は分解されにくい土壌

有機炭素となり長期間土壌中に貯留される。土壌有機炭素

が増加するとその分だけ、大気中の CO2 が減少することに

なり、これを土壌炭素貯留と呼ぶ。 

ナ行  

中干し イネの生育途中に、田の水を落として地表を乾かすこと。

過繁茂の抑制や、酸素供給による根腐れ防止、肥料の吸収

量の調整などの効果がある。 

ネガティブエミッション技術 沿岸部ブルーカーボン、岩石の風化、直接空気回収（DAC）、

植林、土壌炭素貯留などの人工的なものや、自然資本を利

用するものなどにより、温室効果ガスの排出量をマイナス

にするための技術 

農業生産工程管理（ＧＡＰ） 農産物（食品）の安全を確保し、より良い農業経営を実

現するために、農業生産において、食品安全だけでなく、

環境保全、労働安全等の持続可能性を確保するための生産

工程管理の取組 

ハ行  

葉いもち・穂いもち いもち病菌というカビを原因とする水稲の最重要病害

で、葉いもちは葉に紡錘形の斑紋や褐色の斑点ができた症

状を指し、ひどい場合は枯れ込む。穂に発生すると穂いも

ちと呼ぶ。 

バイオ肥料 水稲の根圏から分離した有用微生物を資材化し、慣行の

窒素施肥量で水稲の収量を 10～20％増加、あるいは窒素施

肥量を30％減らしても慣行と同等の収量が得られる微生物

資材 

バイオマス 生物資源（bio）の量（mass）を表す概念で、再生可能な、

生物由来の有機性資源で化石資源を除いたもの 

バイオ炭 これまで廃棄されてきた剪定枝や間伐竹などを原料とし

た炭のこと。農地・草地土壌に施用することで大気中の CO2

由来の炭素を閉じ込めることができる。 

ヒートポンプ 熱を温度の低いところから集めて温度の高いところへく

み上げる機器のこと。消費するエネルギーの３～６倍の熱

が利用できる。 

フィターゼ添加飼料 飼料にリンの利用性を高める酵素フィターゼを添加した

飼料。給与によりふん尿中へのリン排出量が低減される。 
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フードテック 生産から加工・流通・消費に至る食に関する最先端技術 

ブルーカーボン 沿岸域の藻場等に生息する海洋植物にCO２として取り込

まれた炭素のこと。 

ペレット堆肥 家畜ふんの堆肥を、造粒機械で圧縮し 5mm 程度の円筒状

に成型した肥料 

ヤ行  

養液栽培 肥料を水に溶かした培養液を使用して作物を育てる方

法。養液栽培には、培養液の中や表面で根を育てる水耕、

土の代わりとなる培地に作物を植える固形培地耕、根を中

心に培養液を噴霧する噴霧耕がある 

アルファベット  

PMMoV抵抗性 トウガラシ類に感染し収量・品質の低下や株を枯らすト

ウガラシ微斑ウイルスの感染を防ぐ遺伝的性質 

SMV抵抗性 ダイズに感染し葉を縮れさせ、子実に斑紋を生じて品質

を低下させるダイズモザイクウイルスの感染を防ぐ遺伝的

性質 

TSWV抵抗性 トマトに感染し収量・品質を低下させ、トウガラシ類で

は生長点を枯らしてしまうトマト黄化えそウイルスの感染

を防ぐ遺伝的性質 

 

 



（別紙） 

特定区域の区域及び事業活動の内容 

市町村名 亀岡市 

 

1. 特定区域の区域 

（１）区域 

  亀岡市の全域 

 

（２）当該区域の特性及び区域設定の理由 

   亀岡市には京都府の約 1 割の農地があり、古くから「京都の穀倉地」と称されて

きた。現在でも京野菜の主要産地として、京都の農業において大きな位置を占めて

いる。 

亀岡市は平成 30年 12月に「プラスチックごみゼロ宣言」、令和３年 1月から国

内初のプラスチック製レジ袋提供禁止を行うなど、「世界に誇れる環境先進都市」

を目指した取り組みを、市を挙げて行っている。 

農業分野においては、全国に先駆けて炭素貯留農法の取組を進めるなど、農業生

産に由来する環境負荷の低減に積極的な取り組みを進めてきた。 

こうした流れを受け、市全体で有機農業の推進を行うこととし、令和５年２月に

オーガニックビレッジ宣言を行った。 

本市の耕作面積の多くを占める水田の有機農業への転換を図るため、栽培技術

に関する勉強会などを開催するとともに、有機農産物の学校等の給食への積極的

な導入を進めているほか、亀岡オーガニック農業スクールを開設し、有機農業者

の育成体制の整備を行った。 

   本区域を特定区域として設定することを契機として、こうした流れを加速化し、

給食への有機農産物の提供拡大、亀岡オーガニック農業スクールを通じた有機農

業者の育成強化、市民が参加しやすい事業実施や広報活動などを通じて、有機農業

の取組を更に推進するとともに、担い手の確保、農産物の高付加価値化などの実現

を図る。 

  



 

2. 特定環境負荷低減事業活動としても求められる事業活動の内容 

（１）活動類型 有機農業の生産活動 

（２）特定環境負荷低減事業活動の内容 

   亀岡市では、市全体で有機農業を持続的に推進するため、亀岡市、京都府、亀岡

地域農業再生協議会、有機農業者、商工会議所、農業委員会、教育委員会、大学等

が参画し、亀岡市が事務局を務める亀岡市有機農業推進協議会を組織しており、同

協議会を中心に、有機農業の栽培技術の普及を行うとともに、地域をあげての受入

体制を整えることで、有機農業者の増加や産地育成を図る。 

   販路拡大にあたっては、安定的な販路としての給食利用を促進するとともに、観

光都市としての京都市に隣接する地理的優位性を活かし、インバウンド需要の取り

込みを積極的に図り都市近郊での地産地消的有機農業を活性化するとともに、流通

網の強化及び６次産業化を推進する。 

   また、本市が先駆的に取り組んできた資源循環の仕組みと農業分野の連携を強化

し、農業に留まらず地域として環境負荷低減の仕組みを根付かせる。 



特定区域の区域及び事業活動の内容 

市町村名 南丹市 

 

１．特定区域の区域 

（１）区域 

南丹市園部、八木地域（園部町、八木町） 

 

（２）当該区域の特性及び区域設定の理由 

南丹市園部、八木地域は南丹市の南東部に位置しており、多くの集落が亀岡盆地の中に

存在しているとともに、町の中には本梅川や園部川、大堰川が流れ豊富な水を流下させてい

る。そのため、広大な農地が広がり水稲を中心とした水田農業と畜産業が盛んな地域である。

南丹市はバイオマス産業都市構想を策定し、市を挙げてバイオマス資源の活用に取り組ん

でいるところであり、特に八木町では平成 10年に稼働したバイオガスプラント「八木バイオエ

コロジーセンター」を核とした耕畜連携、環境負荷低減の推進を地域全体で展開している。 

当該施設については、家畜ふん尿や食品残渣等をメタン発酵させ、メタンガスや消化液、

堆肥を生産可能であり、堆肥を土づくりの一環として活用することに加え、消化液には肥料

成分があることから、化学肥料に代わる有機肥料として、水稲中心に活用されており、今後は

水稲以外の土地利用型作物における有機肥料活用の実証結果をもって、さらなる活用拡大

が期待されるところである。 

今回、園部、八木地域を特定区域として設定することを契機として、地域全体で堆肥・消化

液を活用した環境負荷低減農業を実現するとともに、消化液を用いて栽培した農産物の独

自認証制度を検討する等、ブランド化を含めた農産物の高付加価値化を目指した取組を推

進する。 

  

２．特定環境負荷低減事業活動としても求められる事業活動の内容 

（１）活動類型 

環境負荷の低減に資する先端的な技術を活用して行う生産活動 

 

（２）特定環境負荷低減事業活動の内容 

南丹市では、持続可能な循環型社会の構築と環境保全に寄与することを目的に、南丹市、

京都府、八木町農業公社、地元農業者、JA 京都中央会、全農京都府本部、農業共済組合が

参画し、八木町農業公社が事務局を務める「南丹市液肥利用協議会」を組織しており、同協

議会を中心に、消化液を用いた栽培技術の開発や普及等を進め、農業者の理解の醸成を図

り、八木町バイオエコロジーセンターを核として、環境負荷低減農業の実現を推進する。 

消化液の活用の推進にあたっては、貯留槽の増設や散布車や運搬車の増車により生産・

散布体制を拡充するとともに、攪拌能力を有する高温発酵槽の整備・導入を進め、肥料成分



（窒素・リン酸・カリウム）の含有割合の向上や雑菌や雑草種子の不活性化により消化液の品

質向上を図る。同時に、消化液の濃縮設備の導入により散布量を削減し、運搬・散布コストの

低減とユーザビリティ向上を図り、消化液の質・量ともに活用しやすくすることで、消化液を活

用した環境負荷低減農業の面積拡大を加速化する。 

これらの取組を、水稲だけでなく地域特産物である小麦や小豆等においても推進し、消化

液を用いて生産した農産物をブランド化して有利販売へつなげるなど、地域資源の循環によ

り経済性の高まる農業の確立を目指す。 

さらに、農業者だけでなく、家庭菜園等での堆肥や消化液の活用等、市民へも身近な地域

資源を活用した環境負荷低減の取組として紹介することで、消費者理解の醸成や需要の拡

大に努め、南丹市園部、八木地域を環境負荷低減の先進地として定着させることを目指す。 

 

 

 



特定区域の区域及び事業活動の内容 

 

市町村名 京丹後市 

 

１．特定区域の区域 

（１）区域 

京丹後市の全域 

 

（２）当該区域の特性及び区域設定の理由 

京丹後市は、京都府の最北端、丹後半島に位置し、日本海と山々に囲まれた自然豊かな

地域である。京都府下最大級の農業地帯で、多様な地形が生み出す気候・風土・土壌に恵

まれ、水田・国営開発畑・砂丘畑などにおいて、水稲を中心に、野菜・果樹・茶・畜産な

ど多彩な農業が展開されている。 

本市では、平成 23年６月に「生物多様性を育む農業推進計画」を策定し、豊かな自然・

農村環境を後世にわたり維持・継続できるよう、「生物多様性を育む農業」を推進し、持

続可能な農業に取り組んでいる。 

また、有機農業の推進及び環境に配慮した人・生物・自然にやさしい農業の拡大と農産

物のブランド化を推進するため、令和４年８月に「京丹後市みどりの農産物認定委員会」

を設置し、市内の高校と連携した有機米栽培の実証実験、市民を対象とした有機農業講

座の開催、市内小中学校における学校給食への有機米提供及び児童・生徒と有機米生産

者との交流給食の実施などの取組を進めている。 

さらに、今後は取組の拡大に向け、栽培技術講習会の開催やオーガニックアグリスク

ール（仮称）における生産者相互の学び・研鑽・交流を通して、栽培技術の共有化を進め、

有機農業の裾野を広げていく。 

学校給食については、有機米を中心に提供可能な時期・品目から徐々に有機農産物の

提供を増やしていくとともに、市内飲食店等における有機農産物の利用を促進する。併

せて、本市独自のブランド認定制度を活用し、有機農産物の㏚及び販路拡大を行うなど

取組の拡大を図ることとしている。 

このような中、令和７年５月に「オーガニックビレッジ宣言」を行い、さらに、本市全

域を特定区域として設定することを契機として、持続可能な農業を未来へ繋いでいくた

め、有機農業の取組を加速化させるとともに、地域資源を活用した「生物多様性を育む農

業」を地域一丸となって推進する。 

 



２．特定環境負荷低減事業活動としても求められる事業活動の内容 

（１）活動類型 有機農業の生産活動 

 

（２）特定環境負荷低減事業活動の内容 

   京丹後市では、有機米の生産者は、市内全域に点在しており、各地域において、個人、

法人又はグループで 20ha を超える農地において有機米の生産に取り組んでいる状況で

ある。 

本市では、市全体で有機農業を推進するため、有機米の生産者が参画し、市が事務局を

務める、「京丹後市有機米生産者協議会（仮称）」を組織し、「京丹後市みどりの農産物認

定委員会」が策定した栽培基準に基づき、生産に取り組む。さらに、有機農業指導団体に

よる栽培技術講習会や生産者が相互に栽培技術の共有と研鑽を行うことにより、産地全

体で栽培技術の底上げ及び収量の向上を図るとともに、これらの取組を地域内で広げ、

生産の拡大を推進し、有機農業の団地化を目指す。 

また、販路の確保・拡大に向け、全国規模の展示会やイベントへの出展や市内小中学校

の学校給食、ふるさと納税返礼品に有機米を積極的に提供するとともに、「京丹後市みど

りの農産物認定委員会」のブランド認定制度を活用し、有機米のブランド認定を受ける

ことにより、有利販売に繋げるなど生産から販売まで取組の共通化を進める。 

これらの取組を通じて、関係機関と連携しながら、地域における環境負荷低減事業活

動の普及・拡大に努め、面的な広がりを持った取組に発展させ、有機農業の産地化を目指

す。 


